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新潟県福祉保健部高齢福祉保健課長

熱中症予防の徹底について（通知）

県内でも、このところの暑さにより熱中症の発生が増えており、今後も暑い日が続くと

予想されることから、熱中症の危険性が一段と高まっています。

高齢者は、脱水を起こしやすいことから、熱中症に対しては事業者の皆様からも十分注

意していただく必要があります。

ついては、下記事項に特にご留意いただくとともに、別紙新潟県報道資料を参照いただ

き、利用者の熱中症対策に万全を期していただきますようお願いいたします。

記

１ 留意事項

(１)利用者の自宅を訪問する場合は、利用者の状態に注意を払うこと。また、水分及び

塩分の補給を十分行うよう促すとともに、室内温度にも注意するよう促すこと。

(２)利用者を送迎する場合は、冷房をかけていても車内温度が高くなりやすいことから、

利用者の状態に注意を払い、必要に応じて水分補給等を行うこと。

(３)施設サービス等の利用中は、室内にいても、気づかないうちに脱水状態になりやす

いことから、水分及び塩分の補給を十分行うとともに、積極的に補給を行うよう促す

こと。
また、屋外での行事については、実施するかどうかを含め、慎重に対応すること。

(４)高血圧等の持病がある利用者に対しては、水分及び塩分の摂取について医師に確認

すること。

２ その他

別紙新潟県報道発表資料を参照してください。また、熱中症に関する相談は新潟県福

祉保健部健康対策課（電話 025-280-5198）や最寄りの地域振興局健康福祉（環境）部等

で受け付けていますので、不明な点等はお問い合わせ下さい。

担当：施設福祉係 後藤

（電話：025-280-5193）
介護事業係 松田

（電話：025-280-5194）
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